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最
近
、
出
入
国
管
理
行
政
に
つ
い
て
、
我
が
国
の
健
康
保
険
制
度
の
濫
用
や
い
わ
ゆ
る
移
民
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
存
在
等
、
経

営
・
管
理
の
在
留
資
格
に
関
す
る
不
法
、
不
適
切
な
行
為
が
広
く
報
道
さ
れ
、
現
行
制
度
や
運
用
に
つ
い
て
幅
広
く
疑
問
の
声

が
届
い
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
合
法
的
か
つ
適
切
に
在
留
す
る
外
国
人
へ
の
不
当
な
差
別
を
助
長
す
る
お
そ

れ
が
あ
り
看
過
で
き
な
い
と
考
え
る
。 

 

そ
こ
で
お
尋
ね
す
る
。 

一 

訪
日
の
主
た
る
目
的
が
我
が
国
の
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
高
額
療
養
費
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で
あ
る
者
が
、
本
邦

に
お
い
て
事
業
の
経
営
を
行
う
こ
と
が
主
た
る
目
的
で
あ
る
と
偽
っ
て
経
営
・
管
理
の
在
留
資
格
を
取
得
す
る
こ
と
は
、
不

正
な
手
段
に
よ
る
在
留
資
格
の
取
得
に
該
当
す
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

二 

移
民
ブ
ロ
ー
カ
ー
が
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
在
留
資
格
を
取
得
し
て
本
邦
に
上
陸
す
る
こ
と
を
営
利
の
目
的

で
幇
助
す
る
こ
と
は
、
一
般
論
と
し
て
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
に
違
反
す
る
犯
罪
行
為
に
該
当
す
る
と
考
え
る
が
、

政
府
の
見
解
如
何
。 

三 

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
在
留
資
格
を
取
得
し
て
本
邦
に
上
陸
す
る
こ
と
は
、
一
般
論
と
し
て
出
入
国
管
理
及
び
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難
民
認
定
法
に
違
反
す
る
犯
罪
行
為
に
該
当
す
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

四 
司
法
書
士
会
に
入
会
し
て
い
る
司
法
書
士
で
な
い
移
民
ブ
ロ
ー
カ
ー
が
、
業
と
し
て
法
人
設
立
登
記
手
続
に
つ
い
て
代
理

す
る
こ
と
は
、
一
般
論
と
し
て
司
法
書
士
法
に
違
反
す
る
犯
罪
行
為
に
該
当
す
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

五 

行
政
書
士
又
は
行
政
書
士
法
人
で
な
い
移
民
ブ
ロ
ー
カ
ー
が
、
業
と
し
て
在
留
資
格
取
得
許
可
申
請
書
を
作
成
す
る
こ
と

は
、
一
般
論
と
し
て
行
政
書
士
法
に
違
反
す
る
犯
罪
行
為
に
該
当
す
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

六 

犯
罪
収
益
、
犯
罪
収
益
に
由
来
す
る
財
産
又
は
こ
れ
ら
の
財
産
と
こ
れ
ら
の
財
産
以
外
の
財
産
と
が
混
和
し
た
財
産
（
犯

罪
収
益
等
）
を
資
本
金
と
し
て
法
人
を
設
立
し
た
者
は
、
経
営
・
管
理
の
在
留
資
格
を
取
得
す
る
こ
と
は
で
き
る
か
、
政
府

の
見
解
如
何
。 

七 

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
総
合
研
究
所
の
二
〇
二
四
年
度
新
規
開
業
実
態
調
査
に
よ
れ
ば
、
調
査
対
象
の
開
業
一
年

以
内
の
企
業
千
九
百
九
十
社
の
開
業
費
用
の
平
均
値
は
九
百
八
十
五
万
円
で
あ
っ
た
。
経
営
・
管
理
の
在
留
資
格
の
申
請
に

係
る
事
業
の
規
模
と
し
て
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
が
定
め
た
、

「
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
五
百
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
要
件
は
低
き
に
失
す
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の

見
解
如
何
。 
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八 

我
が
国
で
事
業
の
経
営
を
行
う
に
は
、
一
般
に
、
高
度
な
日
本
語
能
力
を
有
す
る
常
勤
の
職
員
が
従
事
し
て
い
る
か
又
は

経
営
に
従
事
す
る
者
が
高
度
な
日
本
語
能
力
を
有
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
事
業
の
経
営
に
従
事
し
よ
う
と
す
る

者
が
経
営
・
管
理
の
在
留
資
格
の
取
得
を
申
請
す
る
と
き
、
そ
の
者
又
は
常
勤
の
職
員
の
日
本
語
能
力
を
証
明
す
る
書
類
を

提
出
す
る
必
要
は
あ
る
か
。
も
し
も
提
出
が
必
要
で
な
い
場
合
、
い
か
な
る
理
由
か
ら
提
出
を
求
め
て
い
な
い
か
、
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。 

九 

経
営
・
管
理
の
在
留
資
格
の
在
留
期
間
更
新
許
可
申
請
が
、
実
際
に
は
申
請
に
係
る
事
業
の
経
営
を
行
っ
て
い
な
い
と
し

て
不
許
可
に
な
っ
た
事
例
は
あ
る
か
。
あ
る
と
す
る
な
ら
、
令
和
五
年
度
及
び
六
年
度
は
何
件
あ
っ
た
か
、
そ
れ
ぞ
れ
可
能

な
限
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

十 

我
が
国
の
制
度
が
移
民
ブ
ロ
ー
カ
ー
等
に
悪
用
さ
れ
な
い
よ
う
、
経
営
・
管
理
の
在
留
資
格
に
係
る
審
査
に
つ
い
て
は
現

地
調
査
を
徹
底
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

 

右
質
問
す
る
。 


